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1.はじめに

平成5年よを上 当院では精神科の外来を ｢ス トレス外

来｣という名前にて行ってきた.開設以来から現在 まで

の間には医療構造等の変化もあり,従来の機能ばか りで

は十分でなく,医療機関も変化 していく必要性を感 じて

いる.

そこで当院では,カウンセリングサービスを行うため,

平成11年に臨床心理従軍者が探欄された.そ碍複の経過

を報告するとともに,ス トレス外来の患者数がどのよう

に変わってきたかを碍介 したい,

2.ス トレス外来の患者数とその変化

平成 5年の開設時,ひと月のス トレス外来受診者の平

均延べ人数は 159.7人だった.それが平成12年現在では

じように増えており,平成 5年では月平均 683人だった

が,平成12年までは月平均 21,9人と,約 3,5倍になっ

ている.

つけられる診断名では ｢うつ病｣または ｢うつ状態｣

が圧倒的に多い.ただし,他(,r)病Y.と合わせてつけJ_,れ

ていることが多く,その分類には課過が桟さ行 ごいる.

年齢層では,2酎宅から60代までの患者が多 く受診 され

ており,年齢の幅は広いようだ.将に多いのは20代から

30代の臣 ､世代と60代だった.

3.心理職のニーズ

ストレス外来か吊よ,長く話す機会が欲Lいという患

者,不登校の患者,卒業後も閉じこも吟がちで受診 して

いる患者などの,カウンセリングの指示がある.

その他,-般科からの指示には,入院が長期にな り落

ち込みがちな患者,病棟スタッフが精神面で対応に困っ

ている患者,また一般科では治療が終わっているが まだ

痛みなどの訴えがある患者などの話を聴いてみて欲 しい

という指示がある.

4.まとめ

ス トレス外来では,受診する患者数が年々増加 してい

ら.

病院では医師の診察が中心であるが,患者に関わって

いるソーシャルワーカー,臨床心理従事者といった職種

の関わりも,患者への援助として大切な分野であると思

われる,患者に関わるそれぞれの職種が,医師 と同 じよ

うに専門性を発揮できるようになることも,今後の変化

に対処するjj法の ･つとなるのではないだろうか.

4)身体合併症者の治療病院にお ける問題点
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当科には奪閣100人あまりの身体合併症治療のために

精神科患者が入院してくる.

実際の治療場面では,患符さんへの [ン7十一ム ドコ

ンセントや個丸の意思決定権に十分に配慮 しながら治療

を進めているが,いくつかの疑問や問題点があると思わ

れるので,事例を報告 .考慮するとともに,二つの事項

を提言したい.

日常診療においては 仁ンフ･卜-ム ドコンセントを行い

ながら種々の検査や治療を進めることが登賓であるが,

精神障害者のインフ津-ム ドコンセントの問題点として,

病状悪化時には同意能力が低下しうること.理解や判断 .

同意能力の判定は評価者の主観に影響されること,など

があげられる.意思決定能力についてカプランらほ5段

階を,北村吊よ4段階を提示している.また判断能力検

査の要素としてロスらは6点をあげている.法的側面に

対 し西村らは5つの基準をあげているが同時に問題点も

指摘 している.そして医療の緊急性が要求される場合に

民法および刑法上で,同意によらない手術などの医療行

為は合法であると解釈されている.

しかし緊急性がなく保護者の同意が得 られない場合,

精神障害者本人の判断能力に 一定のガ イドラインのない

現状では,治療上さまざまな問題が生 じる.そこで二つ

の撹言を行う.①依頼元の医療機関および医師には,忠

者さんの身体治療をどの程度に濃密に行うのかについて,

家族など保護者に確認をお願いする.②保護者の居ない

判断能力の低下 した精神障害者においては,あらか じめ

骨年後見制度の横線的な適応をお願いしたい.

まとめ :精神障害者の身体合併症治療では判断同意能

力など稜々な問題が起こるため,開通する学会などで早

急にガイドラインを策定する必要がある.


